
令和６年度旭色プロジェクト推進業務委託 質問回答書 

 

令和６年４月１６日 

No. 質問項目 質問内容 回答 

１ 仕様書 

5 業務内容 

(1)業務内容 

エ・オ 

「その他の部門」のジャン

ルは無制限という理解で

よろしかったでしょう

か？制限があるとすれば

誰が設定するのでしょう

か？ 

また、参加を希望する事業

者が 50 程度と想定され

ていますが、「その他の部

門」も含めて 50 程度の参

加事業者を想定していら

っしゃるのでしょうか？ 

「その他の部門」のジャンルについて

は、特に制限をしておりません。仕様

書にあるとおり、事業者の意見を参考

にしながら決定してください。 

 

 

参加事業者については、お見込みのと

おり。 

２ 仕様書内 5 業務内

容(1). 

エについて 

「いちじく・紅茶部門」と

「その他の部門」とある

が、「その他」の具体的な

内容・特産の指定やイメー

ジはあるか？ 

Ｎｏ.１の回答と同様に特に制限は設

けておりませんが、仕様書５-⑴-カに

あるように、あさぴーをテーマとした

部門を作成するなど、様々な事業者に

参加してもらえるようなテーマをご提

案ください。 

３ 開発メニューの依

頼対象について 

参加事業者 50店程度に対

しメニュー開発を依頼す

るにあたって、既存の参加

店舗に対して新メニュー

の考案を求めるのか？ 

今回に関しては、新メニューの開発は

必須の要件とはしておりませんが、積

極的に開発するよう促していただきた

いと考えております。 

４ 仕様書内 5 業務内

容.オ 

参加事業者につい

て 

参加事業者が 50程度の想

定とあるが、業務内容に大

きく影響する数字となる

ため、より正確に把握した

いが開示可能か？ 

現時点で参加事業者へ照会中のため、

正確な数字をお答えすることはできま

せん。 

５ 仕様書内 5 業務内

容(1)オ.参加希望

事業者の選定につ

いて 

参加を希望する事業者（50

程度を想定）について、 

紅茶以外を扱う業者の比

率の指定などはあるか？ 

特に指定はありません。 

６ 仕様書 

５-(1)-カ 

「商品開発テーマ等に「あ

さぴー」を活用すること」

とありますが、受託者はど

こまで商品開発に関与で

きる、またはする必要があ

るのでしょうか？ 

事業者の意見を参考にしながら、積極

的に商品開発に関わっていただきたい

と考えております。事業者とどのよう

に関わるかもご提案ください。 
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令和６年４月１６日 

No. 質問項目 質問内容 回答 

７ 旭色プロジェクト

における課題感に

ついて 

昨年度まで実施されてい

た旭色プロジェクトにお

けるもっとも強く認識し

ている課題は何か？ 

中・長期的に「旭色」による消費喚起

と交流人口の増加を推進していくため

に、どのように認知・定着させていく

かが課題だと考えております。 

８ 過去の実績 これまでプロジェクトで

誕生したお土産商品のリ

ストをご提示いただけな

いでしょうか。 

いちじくドレッシング、紅茶のふりか

け等を作成しました。詳細は市ホーム

ページをご覧ください。 

（ https://www.city.owariasahishi.lg.jp

/page/28434.html） 

９ 仕様書 

５-(2)-ア-(オ) 

スタンプラリーの対象地

点となる参加事業者及び

市内スポットは、市が選定

するという認識でよろし

いでしょうか？ 

また、装飾とは何か所でど

のレベルを指すものでし

ょうか？（パネル設置など

大掛かりなものかどうか） 

参加事業者及び市内スポットについて

は、市が選定します。 

市内スポットは、４か所程度を想定し

ています。 

 

どの程度の装飾を行うかは特に決めは

ありませんので、あさぴー２０周年の

ＰＲを考えた提案をお願いします。 

10 デジタルスタンプ

ラリー 

過去に実施したデジタル

スタンプラリー参加者の

市内在住者/市外在住者の

割合や、年齢分布などのデ

ータをご提示いただけな

いでしょうか。 

参加表明書等提出期限後に、希望する

事業者に対し、可能な範囲で別途提供

します。 

11 仕様書内 5 業務内

容(2). 

経費及び運用メニ

ュー等の確認につ

いて 

デジタルスタンプラリー

に係る経費の確認は指定

事業者との調整（4/22）を

もって確認するという認

識か？ 

既存システムの中ででき

ること・できないことがあ

ると思われるため、企画内

容にも影響するが、調整面

談の手前で現状採用して

いる LINEの運用システ

ム・メニューなどを確認す

ることはできないか？ 

デジタルスタンプラリーに係る経費の

確認については、お見込みのとおり。 

 

 

 

実施要領９-⑺に記載しているとおり、

事前の確認はできませんので、調整面

談日に企画提案に必要となる調整を行

ってください。 

https://www.city.owariasahishi./
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令和６年４月１６日 

No. 質問項目 質問内容 回答 

12 デジタルスタンプ

ラリー 

昨年度までのデジタルス

タンプラリーがどのよう

な形式で行われていたか

をご教示ください。（例：

二次元コード読み取り、位

置情報、ＮＦＣタグなど） 

二次元コードの読み取りで実施しまし

た。 

13 デジタルスタンプ

ラリー 

景品の発送について、外部

への再委託は可能でしょ

うか。 

仕様書にあるとおり、本市と協議の上

で再委託することは可能です。 

14 仕様書内 5 業務内

容⑷. 

ＰＲイベントの企

画運営について 

イベントは市内のまつり

等でのブース出店を想定

している、出店可能な市の

まつりなどの情報は開示

いただけるか。 

令和６年１０月１２日（土）、１０月１

３日（日）に開催する市民祭を想定し

ております。出店場所は、スカイワー

ドあさひ６階の１フロアを想定してお

ります。 

15 仕様書 

5-(4)-イ 

市のまつり等への出店を

検討した場合の、産業課を

通した可否確認をするタ

イミングは、提案前か受託

後かいつでしょうか？ 

受託後に調整します。 

16 仕様書 

5 業務内容 

(4)PR イベントの

企画運営 

イ 

市内まつりの出店を企画

する際、PR ブースを出す

場合その分の出店費用は

発生しますでしょうか？

発生する場合はいくらを

想定し、その金額を今回の

見積に含む必要があるの

かどうかご教示ください。 

出店場所（Ｎｏ.14 の回答を参照）に

ＰＲブースを出す場合の出店費用につ

いては不要です。ただし、出店備品や

許可等が必要な場合は、見積金額に含

んでいただく必要があります。 

17 PR 

イベント 

今年度の市のまつり等に

ついて開催日時は決まっ

ていますか。決まっている

場合は日程を、決まってい

ない場合は決定予定日を

教えてください。また、担

当部署や担当者のご連絡

先についてもご教示くだ

さい。 

イベントの日程についてはＮｏ.14 の

回答のとおり。市民祭の担当部署はま

つり実行委員会（産業課）になります。

（連絡先：０５６１－７６－８１３７） 
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令和６年４月１６日 

No. 質問項目 質問内容 回答 

18 仕様書内 5 業務内

容(5).情報発信及

び PRについて 

著名人・インフルエンサー

の起用について、市のふる

さと大使 TOMOさんはどこ

まで起用の融通性がある

か。 

その依頼は市経由となる

か？委託費用はどうなる

か？ 

提案者負担の場合、直接タ

レント側にアプローチし

て良いのか？ 

市のふるさと大使 TOMOさんは、㈱ライ

ジングプロダクションとの調整となり

ます。 

 

 

旭色プロジェクトへの起用を行う際

は、まず市にお話をいただきたいと考

えております。また、費用面について

は、提案者負担になります。 

19 仕様書内 5 業務内

容(5).情報発信及

び PRについて 

同、別著名人・インフルエ

ンサーを提案は、起用候補

案というレベルで問題な

いか？ 

問題ありません。 

20 仕様書内 5 業務内

容(5). 

情報発信及び PR に

ついて 

プレス発表会の場所は市

庁舎内か？ 

昨年は何社ほど発表会へ

参加されたか、また各マス

コミへのリリース方法に

ついて開示いただきたい。 

市役所庁舎または市内公共施設を予定

しています。 

前回実施した第３弾旭色については、

５社に参加いただきました。 

また、尾張旭市記者会には、市を通じ

てＦＡＸ等で周知しました。それ以外

にも、受託業者がプレスリリースを行

っております。 

21 仕様書内 5 業務内

容⑹. 

ＰＲツールの制作

について 

・「旭色」を PRするリーフ

レットについて、サイズや

紙指定はあるか？ 

・その他への設置、配布等

についての提案を妨げる

ものではない、とあるが、

リーフレットを、尾張旭市

外へ配布しても問題ない

か？ 

「旭色」を PRするリーフレットについ

て、サイズ等は特に指定はありません。 

 

リーフレットを市外へ配布することに

ついても問題ありません。 

22 仕様書内 5 業務内

容(6). 

PR ツールの作成に

ついて 

PR ツールの設置・配布に

ついて、各所への配送・設

置も委託内か？市に一括

納品で良いか？ 

ＰＲツールの各所への配送・設置は委

託内容に含まれていますので、受託者

が各所へ配送等してください。 
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令和６年４月１６日 

No. 質問項目 質問内容 回答 

23 仕様書内 5 業務内

容(6). 

ツールのサイズに

ついて 

PRツールのポスターの

200部のサイズが同一で

ある必要についてはどう

いった意図か？ 

ＰＲツールのポスターについては、サ

イズが同一である必要はありません。 

24 仕様書内 5 業務内

容(6). 

特設サイトについ

て 

本業務特設サイトとは以

下で良いか？ 

https://www.owariasahis

hi.com/asahiiro/ 

お見込みのとおり。 

25 仕様書内 6 想定ス

ケジュールについ

て 

事業分析について、現状で

想定している分析内容・項

目について開示いただき

たい。 

また、昨年度の分析結果に

ついて開示いただきたい。 

参加表明書等提出期限後に、希望する

事業者に対し、可能な範囲で別途提供

します。 

26 実施要領 10 企画

提案(2).書類提出

に関する留意事項

について 

写しに社名等を記載しな

いとあるが、原本に入れて

良いか？ 

また、サービス内容として

社名が分かるもの（調査メ

ニューやパッケージサー

ビス）がある場合はサービ

ス名自体記載 NGか？ 

企画提案書本編の原本については、社

名等を記載していただいても問題あり

ません。 

企画提案書本編の内容については、ど

この事業者が作成したものかが分から

ないようにしてください。 

27 仕様書内 6 過去の

プレス発表会等に

ついて 

過去のプレス発表会の内

容やリリース原稿を参照

させていただくことは可

能か。 

また、過去の PR について

の成果（何媒体配布、何媒

体掲載、など）を開示して

いただけないか。 

市で作成したリリース原稿は、別添を

参照してください。 

 

 

過去の成果は以下のとおりです。 

〇テレビ 

・テレビ愛知の「５時スタ」 

・ＣＢＣテレビの「花咲かタイムズ」 

〇ＷＥＢメディア 

・愛知のニュース 

・Yahoo!JAPANニュース 

・dmenuニュース 

・日本食糧新聞 

・IDENTITY 

・日刊 KELLY 

・X、Instagramなど 
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28 仕様書内 8 その

他.(5)再委託検討

のタイミングにつ

いて 

業務効率を図る上で必要

と判断したときは、再委託

を可能とする旨の記載が

あるが、市への協議申し入

れのタイミングについて、

本プロポーザル受託後も

実施可能か？ 

可能です。 

29 実施要項 10.(2)あ

さぴーの活用につ

いて 

あさぴーの活用について、

20周年で作られている

LINEスタンプ（販売用）

やグッズ類は無償利用可

能か？ 

「尾張旭市イメージキャラクターに関

する要綱」第９条にあるように、あさ

ぴーの使用に関しての費用はかかりま

せん。販売目的で使用する場合は、事

前の申請が必要となりますので、市に

連絡をお願いします。 

 


